
都市再生推進法人制度について
○都市再生推進法人とは

まちづくりの新たな担い手として行政の補完的機能を担いうる団体であり、都市再生特別措置法に基づき
市町村が指定するものです。

○指定手続きフロー

石 巻 市

指定の申請
なろうとするまちづくり団体が、市
に指定の申請を行う。

推進法人になろうとする法人等

事務取扱要綱の制定
都市再生推進法人の募集

審査
都市再生推進法人の業務を適正
かつ確実に行うことができるかどう
か、組織・人材・ノウハウ・財務状況
の観点から審査する。

申請書類の提出

指定
審査の結果、推進法人の業務を適
正かつ確実に行うことができると認
められる場合には、市長が指定す
る。

告示
市長は、都市再生推進法人の名称、
住所、事務所の所在地を告示する。

監督
必要に応じて業務の報告をさせるこ
とができる。

都市再生推進法人として活
動開始

通 知

監 督
（任意）


